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中村海水浴場管理棟 指定管理者募集 仕様書

１ 趣旨

この仕様書は、中村海水浴場管理棟設置及び管理条例(令和6年隠岐の島町条例

第34号)に定めるもののほか、指定管理者が行う業務の詳細について定めることを

目的とする。

２ 施設の概要

【中村海水浴場管理棟】

（１）施設の名称 中村海水浴場管理棟(以下「管理棟」という。)

（２）設置目的 中村海水浴場を活用した観光振興及び地域振興を図るため、管

理棟を設置する。

（３）所在地 隠岐の島町中村森ノ四１５４１番地91

（４）設置時期 令和6年

（５）施設内容 ①管理棟（179.98㎡）

更衣・シャワー室、トイレ、多目的トイレ、飲食店、

管理室等

②駐車場（433.1㎡）

収容台数22台

３ 供用時間等

（１）供用日 年中無休

※ ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て供

用日等を変更することができる。

（２）供用時間 午前8時から午後8時までの範囲内で1日あたり8時間以上とする。

※ ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て供

用時間等を変更することができる。

４ 利用料金

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2の規定に基づく「利用料金制」

を採用する。指定管理者は自らの予算において、積極的に自主事業を企画及び
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実施をし、施設の利用を促進し、収入の確保を図ること。

５ 指定期間

令和6年7月1日から令和9年3月31日までとする。（2年9ヵ月）

６ 管理運営に関する基本的な考え方

指定管理者は、管理業務の遂行に当たり、施設の適正な管理をしつつ、利用

者へのサービス向上を図るとともに、日常または定期的に施設に必要な保守点

検業務等を行うことにより最良な状態を維持し、安全確保に努める必要がある。

指定管理者は、当該施設を管理運営するにあたっては、次の各項目に留意し

て円滑に実施する。

なお、隠岐の島町は施設の設置者として、必要に応じて指定管理者に指示等

を行う。

① 地方自治法（昭和22年法律第67号）、中村海水浴場管理棟設置及び管理条例

(令和6年隠岐の島町条例第34号)、その他の関係法令並びに条例及び規則等

の内容を十分理解し、法令の規定に基づいた運営を行うこと。

② 指定期間中に関係法令又は条例若しくは規則等の改正があった場合は、改

正された内容を仕様とする。なお改正に伴い費用が増減する場合は、協議に

より指定管理料を改定する。

③ 隠岐の島町個人情報保護法施行条例(令和５年隠岐の島町条例第１号)

の規定に基づき個人情報の保護を徹底すること。

④ 緊急時対応、防火対策についてマニュアルを作成し、従業員を指導すると

ともに、事故・災害が発生した場合には、速やかに応急措置を講じること。

⑤ 地域における飲食提供の拠点施設として地産地消に配慮するとともに、本

町の観光・交流人口の拡大を図ること。

⑥ 地域における地域振興の拠点施設として、周辺地域（中地区）との連携・

活性化を図ること。

⑦ 事業計画書等に基づき、利用者が安全、快適に施設を利用できるよう適切

な管理運営を行うとともに、管理運営経費の削減に努めること。

⑧ 管理棟の魅力を高める有効な自主事業を創出し、利用者へのサービス向上

を図ること。
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⑨ 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくととも

に、適切な広報を行うなど、利用者増を図ること。

➉ 隠岐の島町及び隠岐の島町中村園地等管理委託業務受託者と密接に連携を

取りながら管理運営を行うこと。

７ 管理運営のための体制の整備

（１）従業員の雇用、配置及び研修等

① 管理運営業務を実施するために必要な体制を確保するとともに、業務形態

にあった適正な人員の従業員を配置すること。

② 管理運営に係る全従業員（臨時職員を含む）の勤務形態については、労働

基準法（昭和22年法律第49号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その

他労働関係法令を遵守し、管理運営に支障のないよう配置すること。

③ 業務の全般を総合的に把握し、調整を行う責任者を配置し、町との連絡調

整等にあたること。

④ 防火管理者の資格を有する者を１名配置すること。

⑤ 従業員の雇用に関しては地元（中地区）雇用を心がけること。

⑥ 経理業務、受付業務、帳簿作成業務等体制の整備に必要な業務を実施する

こと。

⑦ 配置する従業員が業務全般を理解し、適切に管理運営を行うことができる

よう研修を実施すること。また、消防計画を立て、定期的に必要な訓練を行

うこと。

（２）業務遂行の準備

指定管理者に指定された後は、自己の責任及び負担において、令和6年7月1

日から円滑に管理棟の管理運営に係る業務を遂行できるように、人的及び物

的体制を整えること。なお、業務の引継ぎが必要な場合は随時行うこと。

（３）保険への加入

指定管理者は、募集要項及び仕様書に定める自らのリスクに対して、適切

な範囲で保険に加入すること。なお、火災保険については隠岐の島町が加入

する。

８ 業務内容
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指定管理者が行う業務は次の業務とする。なお、指定管理者が業務を一体的

に委託することは認めないが、個別業務を他者に委託することは可能とする。

ただし、事前に隠岐の島町の承認を得ること。

① 施設及び設備の維持管理に関する業務

ア 設備・施設内の機器類の保守点検業務

イ 清掃業務（管理棟、駐車場等）

ウ その他の管理業務

② 利用の許可及び利用料金の徴収業務

③ その他管理運営上必要な業務

ア 利用の促進に関する業務

イ 事業計画書及び報告書の作成

④ 利用者サービスに関する業務（自主事業）

９ 備品及び消耗品等の所有権

指定管理者に貸し付ける備品等については、隠岐の島町の所有とし、その使

用及び保管には十分注意すること。指定管理者が自ら購入し、搬入し保管を要

する備品等については、指定管理者の所有とする。ただし、隠岐の島町に報告

すること。

なお、隠岐の島町所有の備品についての消耗品類の更新については、指定管

理者の負担とする。

10 指定管理料

（１）隠岐の島町は、施設の管理に必要な経費として、事業計画書において提示の

あった金額を参考に、一定額の指定管理料を毎年度予算の範囲内で支払う。

（２）指定管理料は、下段の支出見込額（消費税及び地方消費税を含む）を上限と

して、提出された収支予算書の提案額に基に双方協議することとなり、協定

書で定めた額を執行するものとする。また、提案額がそのまま指定管理料と

はならない。

支出見込額 令和６年度(9ヶ月分) 587千円（消費税及び地方消費税含む）

令和７年度(年額) 780千円（消費税及び地方消費税含む）
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（３）隠岐の島町は指定管理料を、分割払いとすることとし、支払い期間や分割方

法については、協定書で定める。

11 リスク分担

協定締結にあたり、隠岐の島町が想定するリスク分担の方針は（別紙1）の

とおりである。細部については、隠岐の島町と指定管理者が締結する協定で定

める。

12 協定の締結

隠岐の島町と指定管理者は、管理棟を適正かつ円滑に管理するために必要な基

本事項について、協議の上協定を締結する。

協定は指定期間全体の基本協定及び事業年度ごとの年度協定とする。協定の主

な項目は次のとおりである。なお、隠岐の島町と指定管理者の協議により、項目

に変更を生じる場合がある。

（１）基本協定

① 指定期間に関する事項

② 事業計画に関する事項

③ 利用料金に関する事項

④ 事業及び業務報告に関する事項

⑤ 本町が支払うべき管理経費に関する事項

⑥ 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

⑦ 管理業務を行うにあたって保有する個人情報に関する事項

⑧ その他町長が必要と認める事項

（２）年度協定

① 指定期間に関する事項

② 指定管理料に関する事項

③ 修繕費等の取扱いに関する事項

※事業に係る施設の大規模な改築、改造若しくは修繕、又は新築、増築若

しくは移設に要する費用は、委任者の財産に限り原則として委任者が負

担するものとする。ただし、１件当たりの金額が２０万円未満の修繕に

ついては、受任者が自己の費用と責任において行うものとする。
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13 募集日程

（１）募集の開始 令和６年４月２３日(火)

（２）仕様書の配布期間 令和６年４月２３日(火)から令和６年５月１４日(火)

（３）申請書提出期限 令和６年５月１４日(火)

（４）指定管理候補者の選定 令和６年５月下旬（予定）

14 協議

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及

び処理について疑義が生じた場合は、隠岐の島町と協議し決定する。


